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評
・
紹

批

介

曹

永

穂

著

中
園
近
世
政
治
史
研
究

|

|
明
代
科
道
官
の
言
官
的
機
能
|

|

渡

弘

昌

歴
代
の
中
園
に
は
、
政
治
に
製
す
る
監
督
を
任
務
と
す
る
も
の
と
し
て
、
言

官
と
察
官
と
が
あ
っ
た
。
言
官
と
は
、
君
主
の
政
治
に
関
し
て
意
見
を
申
し
述

べ
る
も
の
で
、
給
事
中
の
系
統
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
れ
に
射
し
、
官
僚
を
糾

察
す
る
責
任
を
負
う
察
官
は
御
史
の
系
統
で
、
元
来
、
雨
者
の
開
に
は
裁
然
と

し
た
匿
別
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
代
に
於
い
て
は
、
職
責
が
相
蛍
程
度
に

重
な
り
あ
う
も
の
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
給
事
中
と
御
史
の
雨
者
を
ひ
っ
く
る

め
て
言
官
と
呼
ぶ
の
が
普
通
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
雨
者
が
、
六
科
給
事
中

の
科
と
十
三
道
監
察
御
史
の
道
を
と
っ
て
料
道
官
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と

は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
本
書
は
、
副
題
が
示
す
よ
う
に
、
右
の
如
き
特
徴

を
も
っ
明
代
の
科
道
官
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

評
者
は
、
著
者
の
富
永
藤
氏
に
つ
い
て
詳
し
く
知
ら
な
い
が
、
「
は
し
が
き
」

及
び
奥
附
け
の
部
分
か
ら
、
ま
ず
簡
間
半
な
紹
介
を
し
て
お
こ
う
。
著
者
は

一
九

三
六
年
生
れ
で
、
現
在
、
韓
図
東
園
大
皐
数
授
。

一
九
六
五
年
に
論
文
「
明
代

東
林
皐
振
の
研
究

i
l高
挙
穏
の
生
涯
と
思
想
を
中
心
に
|
|
」
を
護
表
し
て

以
来
、
明
代
の
思
想
を
中
心
に
研
究
を
進
め
る
一
方
、
政
治
史
に
も
関
心
を
抱

き
績
け
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
、

一
九
八
二
年
に
来
日
。
京
都
大
隼
人
文
科

皐
研
究
所
に
約

一
年
間
滞
在
し
た
が
、
そ
の
閲
、
小
野
和
子
数
授
の
効
力
と
激

励
を
得
て
、
科
道
官
に
つ

い
て
の
研
究
を
進
め
た
。
舗
図
後
、
相
次
い
で
そ
の

成
果
を
設
表
す
る
が
、
の
ち
に
、
そ
れ
ら
に
未
設
表
の
新
稿
を
加
え
、
「
明
代

科
道
官
鐙
系
の
形
成
と
政
治
的
機
能
に
関
す
る
研
究
」
と
い
う
題
目
で
ソ
ウ
ル

大
皐
に
提
出
し
、
一
九
八
七
年
に
事
位
を
授
興
さ
れ
た
。
そ
の
全
鐙
の
内
容

が
、
本
書
で
あ
る
。
た
だ
し
、
出
版
に
あ
た
っ
て
、
書
名
を

「
中
園
近
世
政
治

史
研
究
||
明
代
科
道
官
の
言
官
的
機
能
|
|
」
に
改
め
た
と
の
こ
と
で
あ

る。
さ
て
、
序
論
に
よ
る
と
、
著
者
の
関
心
は
次
の
二
黙
に
あ
る
。
第
一
は
、
来

墜
を
異
に
す
る
給
事
中
と
御
史
、
か
同

一
の
言
官
と
し
て
盟
系
化
さ
れ
、
明
代
政

治
史
の
中
で
言
路

(言
官
に
よ
る
言
論
。
言
論

一
般
で
は
な
い
)
と
し
て
の
役

割
を
強
化
し
て
い
っ
た
過
程
の
解
明
で
あ
り
、
第
二
は
、
中
園
史
上
、
専
制
君

主
位
制
が
最
も
笈
淫
し
た
明
代
の
中

・
後
期
に
、
科
道
官
の
職
能
が
、
察
官
で

は
な
く
、
言
官
と
し
て
の
性
格
を
表
出
し
た
理
由
の
究
明
で
あ
る
。
本
書
の
構

成
は
、
左
の
通
り
で
あ
る
。
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は
し
が
き

序

論

第

一
篇
科
道
官
鵠
系
の
形
成
と
展
開

第

一
章

太
租
の
科
道
官
設
置
と
言
路
針
策

第

一
節
言
路
開
放
と
科
道
官
設
置

第
二
節
言
路
開
放
と
そ
の
質
際

第
二
章
永
笑
・
正
統
年
聞
に
於
け
る
科
道
官
陸
系
の
形
成

第
一
節
六
科
給
事
中
の
中
央
言
官
化

第
二
節

十
三
道
監
察
御
史
の
言
官
的
性
絡
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第
三
節
科
道
官
の
接
近
と
言
官
的
腹
系
の
形
成

第
三
章
景
泰
・
天
順
年
開
に
於
け
る
科
道
官
陸
系
の
確
立
と
震
言
権
の

強
化

第
一
節
土
木
盤
事
鑓
後
の
政
局
と
公
論
の
傘
重

第
二
節
科
道
官
盟
系
の
確
立

第
三
節
景
泰

・
天
順
年
聞
に
於
け
る
科
道
官
の
愛
言
権
強
化

第
四
章
成
化
・
弘
治
年
聞
に
於
け
る
一
帝
室
の

「
輿
民
争
利
」
と
科
道
官

の
政
治
批
判

第
一
節
科
道
官
の
政
治
的
機
能
の
機
大
と

「
秩
卑
権
重
」

第
二
節
帝
室
の
私
盆
追
求
と
科
道
の
抗
争

第
三
節
弘
治

「新
政
」
と
科
道
官
の
建
言

第
四
節
科
道
官
の
宣
官
・
大
臣
批
剣

第
五
章
正
徳
朝
の
飢
政
と
科
道
官
の
集
閥
抗
議

第
一
節
八
虎
打
倒
計
蛮
に
お
け
る
戸
部
と
科
道

第
二
節
劉
瑳
一
の
科
道
四
即
座
と
公
論
の
後
退

第
三
節
武
宗
の
務
幸
と
科
道
官
の
集
閥
抗
議

第
二
篇
黛
争
と
科
道
官
の
政
治
的
役
割

第

一
章
嘉
靖
初
期
の

「
大
躍
の
議
」
を
め
ぐ
る
政
治
的
封
立
と
科
道
官

第

一
節
正
徳
・
嘉
靖
交
替
期
の
政
局
と
楊
廷
和
内
閣

第
二
節
楊
廷
和
内
閣
波
と
科
道
官

第
三
節
大
躍
波
と
科
道
官

第
四
節
大
穂
波
の
執
権
と
科
道
官
籍
制
策

第
二
章
嘉
靖
以
後
の
首
輔
権
強
化
と
科
道
の
封
態

第

一
節
張
穂
・
夏
言
の
閣
機
争
覇
と
科
道
官

第
二
節
巌
嵩
の
幕
政
と
科
道
の
公
論
後
退

第
三
節
徐
階
の
分
権
主
張
と
科
道
官
の
呼
態

第
四
節
高
扶
の
専
権
主
張
と
科
道
官
の
批
剣

第
五
節
張
居
正
の
考
成
法
と
科
道
の
封
態

第
三
章
張
居
正
内
閣
後
の
内
閣
振
と
東
林
汲
科
道
の
封
立

第
一
節
申
時
行
内
閣
の
「
出
位
越
職
の
禁
」
と
科
道
官

第
二
節
王
錫
爵
内
閣

・
吏
部
・
科
道
官
の
封
立

第

三

節

沈

一
貫
内
閣
の
言
官
利
用
と
東
林
源
科
道

第
四
章
高
暦

・
天
啓
年
聞
に
於
け
る
黛
争
の
激
化
と
科
道
の
政
局
主
導

第

一

節

科

・
道
の
員
絞
と
三
黛
科
道
の
政
局
主
導

第
二
節
泰
昌
・
天
啓
年
聞
に
於
け
る
東
林

・
閥
黛
の
政
争
と
科
道
官

の
政
局
主
導

第
五
章
明
の
滅
亡
と
崇
禎
朝
の
科
道
官

第
一
節

崇
禎
初
の
政
局
と
爾
源
科
道
の
封
立

第
二
節
朝
廷
と
科
道
官
の
言
路
観
の
是
非

第
三
節
毅
宗
の
科
道
官
針
策
と
菱

・
熊
の
獄

結
論
君
主
紹
約
制
下
に
於
け
る
科
道
官
の
言
官
的
性
格
と
そ
の
限
界

引
用
文
献

英
文
概
要

索
引

-165-

な
お
、
考
察
の
針
象
で
あ
る
科
道
官
の
言
路
活
動
は
、
嘉
靖
の

「
大
穫
の

議
」
以
後
活
滋
に
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
以
前
の
言
官
的
機
能
と
は

相
違
が
見
ら
れ
る
。
本
書
が
二
篇
に
分
け
て
論
述
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
た

め
と
い
う
。
以
下
、
内
容
を
紹
介
し
て
い
こ
う
。
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第
一
篇
で
は
、
科
道
官
が
政
治
史
に
果
た
し
た
一
7

一
口
官
問
機
能
を
中
心
に
し

て
、
科
道
官
堕
系
の
形
成
と
、
景
泰
年
聞
か
ら
正
徳
年
閉
ま
で
の
鐙
系
の
設
展

及
び
そ
の
政
治
的
機
能
抜
大
の
問
題
を
中
心
に
、
五
一
章
に
区
分
し
て
叙
述
し
て

い
る
。

第
一

一章
。
周
知
の
よ
う
に
、
太
租
洪
武
一
需
は
「
胡
惟
庸
の
獄
」
を
契
機
と
し

て
官
制
改
革
を
断
行
し
、
濁
裁
睦
制
を
確
立
し
た
が
、
号
一
口
路
樹
策
と
科
道
官
の

設
置

・
運
営
は
、
そ
の
一

環
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
太
租
の
言
路
開
放
は
、
君
臣

上
下
の
名
分
秩
序
を
政
治
理
念
と
す
る
彼
の
君
主
権
強
化
政
策
に
起
因
す
る
も

の
で
、
す
べ
て
の
言
論
は
そ
の
寅
現
に
存
在
理
由
が
あ
っ
た
。
元
代
の
制
度
を

踏
襲
し
た
記
録
官
に
週
ぎ
な
い
六
科
給
事
中
と
十
二

道
監
察
御
史
に
、
言
責

(
言
論
の
責
任
〉
と
し
て
の
職
任
が
加
重
さ
れ
た
。
し
か
し
、
言
路
と
し
て
の

科
道
官
に
成
長
す
る
の
は
、
洪
武
二
二
年
以
後
に
行
わ
れ
た
制
度
の
改
援
(
諌

院
の
機
能
の
六
科
へ
の
一
部
柏
崎
移
、
都
察
院
に
よ
る
大
臣
強
劾
な
ど
の
言
事
の

捲
賞
、
監
察
御
史
を
除
く
御
史
蜜
の
駿
止
、
十
二
遁
監
察
御
史
の
都
察
院
へ
の

所
属
な
ど
〉
の
後
で
あ
る
。
た
だ
、
太
租
に
よ
る
科
道
雨
官
設
置
の
目
的
と

そ
の
運
用
は
、
ど
こ
ま
で
も
君
主
紹
封
鎧
制
の
維
持
・
存
績
の
た
め
の
一
手

段
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

こ
の
段
階
で
は
、
科
道
官
に
言
官
的
機
能
を
捨
嘗
さ

せ
る
が
、
そ
れ
は
管
理
・
監
察
以
上
の
意
味
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

る。
第
二
章
。

「靖
難
の
嬰
」
を
経
て
即
位
し
た
永
繁
一
帝
は
、
太
租
が
質
施
し
た

言
路
の
開
放
と
は
異
な
り
、
給
事
中

・
御
史
雨
官
へ
の
積
極
的
な
建
言
の
要
求

な
ど
に
よ
る
言
官
的
芳
成
を
通
し
て
、
政
治
的
安
定
を
園
っ
た
。
加
え
て
、
品

秩
の
低
さ

・
人
員
の
多
さ
な
ど
の
共
遁
性
に

よ
り
、
雨
官
は
接
近
し
て
い
丹

た
。
正
統
年
聞
に
な
る
と
、
内
閣
制
度
の
成
立
を
背
景
と
し
た
所
謂
三
楊
の
登

場
、
お
よ
び
官
官
王
振
の
撞
頭
と
い
ア
た
政
治
的
措炭
化
に
よ
り
、
言
官
の
褒
言

権
が
相
封
的
に
伸
張
し
、
と
同
時
に
、
里
甲
制
の
解
隆
・
銀
経
済
の
浸
透
・
流

民
の
愛
生
な
ど
の
祉
舎
経
済
的
徹
氏
化
の
中
で
、
雨
官
の
役
割
が
次
第
に
大
き
く

な
り
、
共
同
で
言
路
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
聯
疏
・
交
章
劾
奏

と
い
う
形
で
現
れ
た
。
こ
う
し
て
、
洪
武
初
め
に
設
置
さ
れ
た
六
科
給
事
中
及

び
十
二
道
(
の
ち
十
三
道
)
監
察
御
史
は
永
繁
か
ら
正
統
の
聞
に
一
つ
の
言

官
的
盟
系
、
即
ち
科
道
官
盟
系
の
基
本
的
形
態
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る。
第
三
章
。
正
統
一
二
年
の
「
土
木
の
鑓
」
は
、
科
道
官
瞳
系
の
確
立
を
も
た

ら
し
た
。
「
土
木
の
愛
」
の
愛
生
に
よ
る
郎
王
の
監
園
・
即
位
と
そ
れ
に
関
わ

る
政
治
的
問
題
、
英
宗
の
腸
還
と
そ
の
待
遇
問
題
、
そ
し
て
也
先
制
割
策
と
透
備

問
題
な
ど
、
図
家
的
規
模
の
様
々
な
困
難
が
相
次
ぐ
情
況
の
中
で
、
科
道
官
に

政
治
的
役
割
が
要
請
さ
れ
、
彼
ら
の
設
言
権
が
強
化
さ
れ
て
い
ア
た
た
め
で
あ

る
。
科
遣
と
い
う
用
語
が
こ
の
頃
か
ら
用
い
ら
れ
た
事
貨
も
、
そ
の
よ
う
な
事

情
を
推
量
さ
せ
る
。
な
お
、
確
立
の
時
期
は
、
科
道
爾
官
の
参
輿
に
よ
っ
て
九

卿
科
道
官
舎
議
が
成
立
し
た
景
泰
六
年
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

第
四
章
。
成
化
・
弘
治
年
開
に
至
る
と
、
科
道
官
の
政
治
批
判
は
新
た
な
視

角
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
成
化
初
め
に
、
波
紋
さ
れ
た
宣
官
曹
吉
鮮
の
土
地

を
も
と
に
皇
荘
田
が
創
設
さ
れ
る
と
、
科
道
官
は
こ
れ
に
到
し
て
、
君
主
が

「
民
と
利
を
争
う
」
こ
と
、
つ
ま
り
帯
室
の
私
利
追
求
で
あ
る
と
の
批
剣
を
加

え
た
。
こ
の
事
件
は
、
私
盆
を
追
求
す
る
皇
帝
と
公
論
の
代
癖
者
と
し
て
の
科

這
官
と
の
聞
の
、
攻
防
の
出
妥
貼
と
な
っ
た
ほ
ど
重
要
な
出
来
事
で
あ
る
。
即

ち
、
そ
れ
以
後
、
皇
一
帝
の
私
利
追
求
に
射
す
る
政
治
批
剣
に
於
い
て
、
科
道
官

の
活
動
が
活
滋
化
し
た
の
で
あ
る
。

第
五
章
。
政
治
的
に
無
能
で
個
人
的
に
は
不
道
徳
な
武
宗
の
治
世
(
正
徳
年

間
〉
に
な
る
と
、
そ
れ
以
前
に
は
な
い
ほ
ど
の
劉
蓮
ら
宣
官
の
政
庖
が
見
ら
れ

-166ー
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た
。
こ
れ
に
謝
す
る
科
道
官
の
批
剣
に
、
宣
官
側
は
人
事
擦
を
濫
用
し
て
強
摩

を
加
え
た
り
、
章
疏
が
上
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
し
た
。
こ
の
た
め
、
中
に
は
自

殺
に
追
い
込
ま
れ
る
者
ま
で
出
た
。
劉
瑳
の
慮
刑
後
、
暫
く
し
て
「
寧
王
の

鋭
」
が
起
こ
っ
た
が
、
そ
の
銀
座
を
目
的
と
し
た
武
宗
の
南
方
巡
幸
も
、
政
治

的
混
乱
を
賀
し
た
。
こ
れ
に
糾
問
し
て
も
、
や
は
り
科
道
官
の
集
園
抗
議
が
績
け

ら
れ
た
が
、
そ
の
抵
抗
が
摩
朝
的
疏
争
を
誘
愛
し
た
こ
と
は
、
注
目
に
値
す

る。
第
二
篇
で
は
、
科
道
官
の
言
路
活
動
が
活
滋
に
展
開
さ
れ
た
、
嘉
靖
の
「
大

躍
の
議
」
以
後
、
明
の
滅
亡
ま
で
の
時
期
を
、
や
は
り
五
一
軍
に
分
け
て
叙
述
し

て
い
る
。

第
二
章
。
嘉
靖
年
聞
に
入
る
と
、
科
道
官
の
言
路
活
動
が
次
第
に
活
滋
化
し

た
。
こ
う
し
た
情
況
の
中
で
「
大
躍
の
議
」
が
愛
生
し
、
世
宗
を
支
持
す
る
大

雄
汲
と
、
反
大
蔵
源
(
楊
延
和
-
内
関
波
)
と
に
分
か
れ
た
。
南
波
劉
立
の
中
、

反
大
躍
波
は
君
主
を
公
人
と
し
て
の
み
容
認
し
て
、
そ
の
私
的
性
質
を
否
定
し

よ
う
と
し
た
の
に
射
し
て
、
大
陸
汲
は
君
主
の
現
紋
を
基
準
に
、
そ
の
濁
断
的

な
政
治
燈
制
を
強
調
し
た
。
ま
た
、
反
大
雄
波
は
、
内
閣
擢
の
強
化
に
よ
っ
て

言
路
を
開
放
す
る
こ
と
で
、
公
論
に
よ
り
帯
権
を
牽
制
す
べ
き
と
す
る
公
権
公

治
論
を
主
張
し
た
の
に
射
し
、
大
雄
一
恢
は
内
閣
権
の
強
化
が
帯
様
(
公
権
)
の

弱
鐙
化
に
つ
な
が
る
と
主
張
し
て
、
君
主
一
元
的
専
制
論
を
展
開
し
た
。

こ
う
し
た
封
立
の
中
で
、
殆
ど
の
科
道
官
は
反
大
躍
波
に
加
指
し
て
公
権
公

治
論
を
主
張
し
た
。
君
主
の
濁
断
に
反
劃
す
る
公
権
公
治
論
は
、
明
代
中
期
以

後
、
内
外
の
諸
獲
化
の
中
で
加
速
化
さ
れ
た
士
大
夫
一
般
の
危
機
意
識
の
所
産

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
結
局
、
大
雄
汲
が
勝
利
を
収
め
た
こ
と
は
、
現
寅
に
は

君
主
一
元
的
専
制
支
配
が
制
度
的
に
保
護
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

第
二
章
。
楊
延
和
内
閣
と
世
宗
と
の
極
限
的
針
決
で
あ
る
「
大
躍
の
議
」
が

愛
生
し
た
嘉
靖
以
後
、
高
暦
初
め
に
至
る
時
期
に
は
、
内
閣
首
輔
櫨
が
次
第
に

強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
結
局
の
と
こ
ろ
大
雄
波
が
勝
利
を
枚
め
た

が
、
さ
り
と
て
言
路
開
放
の
主
張
と
公
権
公
治
論
が
、
そ
れ
以
後
に
全
く
見
ら

れ
な
く
な
っ
た
誇
で
は
な
い
。
首
輔
権
強
化
の
過
程
で
、
分
権
論
と
事
櫨
論
が

交
互
に
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
伴
っ
て
嘗
然
、
言
路
針
策
、

科
道
官
の
封
態
も
異
な
っ
て
出
現
し
た
。
即
ち
、
穏
健
路
線
を
と
る
楊
廷
和
・

夏
言
・
徐
階
は
、
お
お
む
ね
公
論
隼
重
を
政
策
の
根
本
に
お
い
た
た
め
、
科
道

官
の
支
持
を
得
た
が
、
反
射
に
強
硬
策
を
と
る
張
瑠
・
巌
嵩
・
高
扶
・
張
居
正

は
、
常
に
言
路
と
釘
立
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
寓
暦
初
期
の

首
輔
張
居
正
の
専
権
睡
制
は
、
嘉
靖
以
来
強
化
さ
れ
て
き
た
首
輔
穫
の
集
大
成

と
し
て
の
考
成
法
を
寅
施
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
科
道
官
を
掌
握
し
得
る
よ
う
に

な
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
彼
ら
の
公
権
公
治
論
を
強
力
に
規
制
し
た
。
し
か
し
張

居
正
内
閣
の
後
、
反
内
閣
波
の
政
治
活
動
が
容
認
さ
れ
る
と
、
科
道
官
の
言
路

活
動
も
再
び
活
溌
に
な
っ
た
。

第
三
章
。
張
居
正
内
閣
の
次
に
成
立
し
た
申
時
行
内
閣
は
、
弱
麓
化
し
た
考

成
法
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
と
き
、
吏
部
が
人
事
権
の
濁
自
の
運
営
を

標
傍
し
て
、
内
閣
の
従
属
的
地
位
か
ら
脱
し
よ
う
し
た
の
み
な
ら
ず
、
太
子
加

立
問
題
を
め
ぐ
っ
て
反
内
閣
源
と
科
道
官
が
政
治
批
剣
を
加
え
た
た
め
、
内
閣

の
立
場
は
一
一
層
困
難
な
も
の
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
内
閣
と
し
て
は
、
「
(
百

官
〉
出
位
越
職
の
禁
」
を
下
し
、
言
官
以
外
の
言
論
を
制
限
す
る
こ
と
で
、
言

路
の
勢
い
を
弱
め
よ
う
と
登
策
し
た
。
し
か
し
、
太
子
加
立
問
題
と
京
察
、
そ

こ
に
加
え
て
磯
税
使
の
汲
遣
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
民
衆
叛
乱
な
ど
の
複
雑

な
政
治
問
題
は
、
科
道
官
は
勿
論
、
翠
朝
閏
な
批
判
刊
を
呼
び
起
こ
し
た
。

申
時
行
内
閣
に
つ
づ
く
王
錫
爵
・
沈
一
貫
内
閣
は
、
特
に
人
事
権
を
め
ぐ
っ

て
吏
部
と
衝
突
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
沈
一
貫
内
閣
で
は
、
一
柳
宗
の
支
持
も
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確
固
と
せ
ず
、
私
人
の
科
道
官
を
政
治
に
利
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
は
東

林
篤
と
箆
・
宣
・
祈
篤
と
の
科
道
官
の
針
立
に
設
展
し
、
さ
ら
に
は
東
林
熊
と

湾
・
楚

・
抑制熊
と
の
科
道
官
の
封
立
へ
と
展
開
し
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
朝

廷
で
は
、
科
道
官
の
批
剣
的
言
路
に
刻
し
て
個
別
に
頚
墜
を
加
え
る
以
外
に
、

章
疏
が
上
っ
て
き
て
も
、
こ
れ
を
「
留
中
」
と
し
て
批
答
し
な
か
っ
た
り
、
あ

る
い
は
、
科
道
官
が
締
出
・
死
亡
も
し
く
は
庭
罰
に
よ
り
倣
員
と
な
っ
て
も
、

補
充
の
措
置
を
諮
ぜ
ず
に
放
置
し
、
深
刻
な
員
紋
紋
態
を
資
し
た
り
し
た。

第
四
一章
。
方
従
哲
の
執
政
期
に
は
三
黛
(
湾
・
祭
・
新
無
)
の
科
道
が
互
角

の
勢
い
を
成
し
、
東
林
一
仮
勢
力
は
大
き
く
後
退
し
た
。
蛍
時
、
内
一
閣
だ
け
で
な

く
、
吏
部
も
一
一
一
賀
市
の
科
道
に
附
和
し
、
嬰
則
的
な
君
主
一
元
的
支
配
が
成
し
遂

げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
閣

・
吏
部

・
科
道
の
三
者
の
一
鐙

化
は
、

嘉
病
以
来
の
首
輔
櫨
強
化
の
過
程
で
、

部
分
的
な
い
し
は
一
時
的
に
出

現
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
方
従
哲
内
閣
の
も
と
に
於
け
る
三
銭
の
科
道
に
よ
る

政
局
主
導
の
如
き
情
況
は
、
初
め
て
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
天
啓
以
後
、
東

林
汲
の
執
権
期
や
貌
忠
賢
の
飢
政
期
で
も
、
科
道
官
は
大
臣
と
同
列
に
あ
り
、

政
局
を
主
導
す
る
く
ら
い
に
そ
の
役
割
が
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

高
暦
と
泰
昌
、
泰
昌
と
天
答
の
交
替
期
に
そ
れ
ぞ
れ
設
生
し
た
「
紅
丸
」
と

「
移
宮
」
の
事
件
を
め
ぐ
っ
て
、
東
林
一
紙
科
道
官
の
楊
謎
や
左
光
斗
、
そ
し
て

そ
の
後
誼
の
科
道
官
貌
大
中
・
亥
化
中
ら
の
果
た
し
た
役
割
や
、
貌
中
υ
賢
の
飢

政
期
に
於
け
る
雀
呈
秀

・
王
紹
徽

・
窪
維
華
ら
の
政
治
的
役
割
も
ま
た
活
滋
で

あ
っ
た
。
『
明
史
』
閥
熊
列
停
の
雀
呈
秀
は
じ
め
計
三

O
名
(
本

・
附
停
を
含

む
)
の
中
の
一
七
名
が
科
道
官
で
あ
る
と
い
う
事
貨
も
、
貌
忠
賢
の
償
制
下
に

於
け
る
科
道
官
の
役
割
が
、
一

定
程
度
活
溌
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
。

第
五
章
。
明
朝
最
後
の
皇
帝
と
な
っ
た
毅
宗
は
、
他
の
皇
帝
と
同
様
、
即
位

蛍
初
に
は
言
路
開
放
他
県
を
究
施
し
た
が
、
こ
の
場
合
も
科
道
官
の
反
駁
を
呼
び

起
こ
し
た
。
即
ち
、
満
洲
族
の
侵
入
や
農
民
叛
乱
等
の
危
機
的
情
況
の
中
で
、

黛
滅
的
利
害
の
追
求
に
染
ま
っ
た
科
道
官
に
弼
劾
権
を

一
任
し
て
い
る
場
合
で

は
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
宣
官
に
も
賦
興
し
た
り
、
武
器
合
格
者
を
科
道
官

に
抜
擢
す
る
な
ど
の
新
例
を
つ
く
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
科
道
官
側
の
反
援
を
引

き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
毅
宗
の
治
世
一
七
年
開
で
、
閣
臣
の
交
替
は
五

O
員

に
達
し
た
。
廷
臣
に
到
す
る
彼
の
不
信
感
を
表
わ
し
た
も
の
だ
が
、
疑
念
は
利

道
官
に
糾
問
し
て

一
一
層
深
か
っ
た
。
山
E
M

禎
末
年
に
起
こ
っ
た
「
菱

・
熊
の
獄
」

で
、
科
道
官
、か
明
朝
滅
亡
の
直
前
ま
で
の
長
期
間
、
獄
に
繋
が
れ
た
の
は
、
ま

さ
に
そ
の
現
わ
れ
で
あ
っ
た
。
こ

の
事
件
こ
そ
君
主
紹
封
陸
制
下
で
の
言
官
の

宿
命
的
締
結
で
あ
り
、
限
界
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

結
論
。

こ
の
部
分
で
は
、
二
篇
に
わ
た
っ
て
述
べ
た
内
容
を
、
君
主
紹
封
鐙

制
の
下
に
於
け
る
科
道
官
の
言
官
的
役
割
と
そ
の
性
格
を
中
心
に
、
改
め
て
整

理
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
著
者
自
身
、
こ
の
研
究
が
科
道
官
の
言
官
的
機
能
の

側
面
を
重
視
す
る
あ
ま
り、

察
官
と
し
て
の
性
格
を
疎
か
に
し
て
い
る
こ
と
を

認
め
た
の
ち
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

太
租
に
よ
る
科
官

・
道
官
の
設
置
は
、
君
主
権
維
持
の
震
に
監
察
制
度
の
一

環
と
し
て
諮
ぜ
ら
れ
た
措
置
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
科
道
官
践
系
の
形
成
・
設

展
は
、
明
朝
の
守
成
期

・
解
睦
期
に
あ
っ
て
出
現
化
す
る
政
治
制
度
的

・
祉
舎
経

済
的
な
現
貨
の
要
請
に
よ
っ
て
、
上
下
通
情
の
橋
梁
的
あ
る
い
は
土
意
識
の
代

務
者
的
な
言
路
と
し
て
撞
頭
し
た
も
の
で
、
監
察
制
度
的
性
格
(
察
官
的
機

能
)
が
弱
ま
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
の
陸
系
化
は
、
言
わ
ば

太
租
の
設
置
意
闘
に
違
背
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
、
清
代
に
入
る

と
、
科
道
官
に
は
、
言
官
的
媛
能
に
代
わ
っ
て
察
官
的
役
割
が
必
要
と
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
六
科
を
都
察
院
に
編
入
し、

給
事
中
を
監
察
御
史
の
上
位
に
位

置
づ
け
て
都
御
史
の
管
轄
下
に
置
い
た
の
で
あ
る
。

-168ー



評
者
は
、
本
書
の
研
究
針
象
な
ど
に
つ
い
て
、
十
分
な
専
門
的
知
識
を
持
ち

合
わ
せ
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
紹
介
が
重
要
な
論
黙
を
正
確
に
把
握
で
き
て
い

る
か
に
つ
い
て
は
、
甚
だ
心
許
な
い
。
ま
し
て
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
的
確
に

論
評
す
る
こ
と
は
、
と
て
も
及
ば
な
い
。
漠
然
と
し
た
若
干
の
感
想
を
述
べ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
取
り
敢
え
ず
、
紹
介
の
責
を
塞
ぐ
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
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さ
て
、
以
上
の
如
き
内
容
を
持
つ
本
書
で
、
注
目
に
値
す
る
試
み
は
、
次
の

二
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第
一
は
、
従
来
、
研
究
が
断
片
的
・
部
分
的
に
し
か
過

ぎ
な
か
っ
た
科
道
官
に
つ
い
て
、
そ
の
陸
系
の
形
成
過
程
を
解
明
し
た
黙
で
あ

る
。
第
二
は
、
形
成
過
程
及
び
言
路
活
動
を
通
じ
て
、
明
一
代
の
政
治
史
全
般

を
解
明
し
よ
う
と
し
た
貼
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
中
期
の
そ
れ
を
科
道
官
陸
系

の
形
成
と
関
連
£つ
け
て
解
明
し
よ
う
と
い
う
試
み
に
は
意
義
が
あ
る
。
著
者
自

身
も
述
べ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
明
代
の
政
治
史
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
こ
れ
ま
で

前
期
と
末
期
が
封
象
と
さ
れ
、
か
な
り
の
成
果
が
あ
る
の
に
比
ベ
、
中
期
に
つ

い
て
は
皆
無
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
だ
か
ら
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
貼
に
意
義
が
見
出
せ
る
本
書
で
あ
り
、
一
定
の
成
果

は
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
、
や
は
り
著
者
自
身
が
述
べ
る
よ
う

に
、
言
官
的
機
能
の
側
面
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
察
官
的
役
割
を
軽
視
し
過
ぎ

た
よ
う
で
、
そ
の
た
め
、
評
者
に
は
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
て
し
ま
う
。

即
ち
、
睦
系
化
さ
れ
た
科
道
官
は
言
官
と
し
て
の
機
能
し
か
果
た
さ
な
く
な
っ

た
の
か
、
と
い
う
黙
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
初
歩
的
な
疑
問
が
生
ま
れ
る
の

は
、
科
道
官
盟
系
の
確
立
(
且
R
泰
年
間
)
以
前
に
、
す
で
に
言
官
閏
機
能
を
大

き
く
捻
っ
て
い
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

著
者
に
よ
っ
て
、
同
じ
時
期
に
数

多
く
の
頚
劾
文
が
雨
宮
か
ら
上
疏
さ
れ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
即

ち
、
察
官
的
役
割
も
十
分
に
果
た
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
科
道
官

設
系
の
確
立
と
科
道
雨
官
の
果
た
し
た
機
能
と
は
、
別
箇
に
検
討
が
加
え
ら
れ

る
べ
き
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
本
書
を
讃
ん
だ
限
り
で

は
、
少
な
く
と
も
察
官
的
役
割
が
陸
系
の
確
立
以
後
、
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
の

か
を
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
本
書
全
睦
の
叙
述
か
ら
は
、
道
官
よ
り
も
科
官
の
果
た
し
た
機
能
を

強
調
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
景
泰
年
閲
に

「
左
鼎

の
手
」
「
錬
綱
の
口
」
と
稽
さ
れ
、
科
官
に
劣
ら
な
い
ほ
ど
、
道
官
(
左
鼎
、

練
綱
)
の
活
動
が
活
滋
な
場
合
も
見
ら
れ
た
。
雨
官
の
言
官
と
し
て
の
機
能

は
、
果
た
し
て
同
じ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
遣
い
に
つ
い
て
も
明
確
に
す

べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
個
々
の
具
鐙
的
事
例
に
つ
い
て
の
検
討
が
不
十
分
で
は
な
い
か
と
感

ず
る
部
分
も
あ
る
。
な
か
で
も
、
科
道
官
態
系
の
形
成
の
要
因
と
し
て
、
著
者

は
中
期
以
後
の
枇
曾
経
済
的
努
化
を
想
定
し
、
屡
々
そ
の
こ
と
は
指
摘
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
本
書
の
最
も
重
要
な
論
黙
の

一
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
南
者

の
連
関
が
明
白
に
さ
れ
て
い
る
謬
で
は
な
い
。
要
因
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、

吐
舎
経
済
的
繁
化
の
過
程
で
、
科
官
や
遁
官
の
果
た
し
た
役
割
が
、
そ
れ
以
前

と
は
質
的
・
量
的
に
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
き
て
、
そ
れ
が
言
官
的
活
動
に
如

何
に
反
映
・
強
化
さ
れ
て
い
司
た
の
か
、
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
明
末
に
於
け
る
紫
争
と
科
道
官
の
関
係
を
述
べ
た

部
分
に
も
嘗
て
は
ま
る
。
即
ち
、
著
者
は
、
雨
者
の
密
接
な
繋
が
り
を
指
摘
す

る
が
、
策
手
の
展
開
過
程
が
明
確
に
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
本
書
が
、

明
一
代
に
わ
た
っ
て
科
道
官
の
活
動
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
ゆ
え
、
己
む
を
得

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
上
奏
の
検
討
な
ど
に
よ
っ
て
、
個

々
の
事
例
を
さ
ら
に
深
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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史
料
に
つ
い
て
も
一
幸
一
員
。
本
書
で
主
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
『
明
貫

録
』
や
『
明
史
』
な
ど
の
所
謂
官
撰
の
史
書
で
あ
る
。
政
治
史
が
研
究
封
象
で

あ
る
か
ら
、
蛍
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
気
に
な
る
の
は
、

『
明
史
』
の

扱
い
で
あ
る
。
な
か
で
も
列
俸
は
、
著
者
が
盛
ん
に
引
用
し
て
い
る
史
料
で
、

無
論
そ
こ
に
し
か
見
出
せ
な
い
記
述
も
な
い
誇
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
言
う

ま
で
も
な
く
『
明
史
』
は
清
代
の
編
築
物
で
、
『
明
貫
録
』
な
ど
と
比
べ
て
、

明
代
の
記
述
が
加
筆
・
削
除
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
。
具
陸
例
を
翠
げ
る
こ
と

が
で
き
ず
、
甚
だ
陵
味
な
指
摘
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
文
集
な
ど
に

目
を
向
け
、
官
撰
史
書
に
現
わ
れ
て
こ
な
い
科
道
官
の
姿
を
も
想
起
し
た
う
え

で
結
論
を
下
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
む
し
ろ
政
治
史
を
劉
象
と
し
て
い
る

が
ゆ
え
に
、
必
要
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

本
書
が
、
皐
に
政
治
史
を
取
り
扱
っ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
同
法
々
紛
れ
て

き
た
通
り
だ
が
、
叙
述
の
仕
方
に
も
う
少
し
工
夫
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
繰
り
返
し
の
多
さ
と
年
代
を
迫
つ
て
の
論
の
展
開
は
、

単
調
さ

を
否
め
な
い
。

以
上
で
本
書
の
紹
介
を
終
え
る
が
、
評
者
の
浅
皐
ゆ
え
の
力
量
不
足
に
よ

り
、
著
者
の
深
遠
か
つ
重
厚
な
意
闘
を
讃
み
取
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
思
う
。
御

寛
容
を
乞
う
衣
第
で
あ
る
。
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